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定住促進を目的とした空き家等解体事業補助金交付要綱 

令和２年４月１日 

告示第６号 

（目的） 

第１条 この要綱は、泰阜村内への定住を目的とした住居の新築に伴い、利用

が困難な空き家等の解体・撤去が必要な場合の経費に対し、予算の範囲内で

補助金を交付することについて、補助金等交付規則（昭和44年泰阜村規則第

３号。以下「規則」という。）に定めのあるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、空き家等とは、建築物又はこれに附属する工作物

であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその

敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。 

２ この要綱において支障木とは、空き家等の安全な解体及び撤去、又は住宅

新築後の安全な生活の妨げとなるような樹木をいう。 

（補助金の対象空き家等） 

第３条 補助金の対象は、次の各号に掲げる要件を全て満たす空き家等とす

る。 

(1) 泰阜村内にあること。 

(2) 個人が所有していること。 

(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。 

(4) 泰阜村定住促進集落活性化住宅整備要綱（平成21年告示第11号）に定

める泰阜村定住促進集落活性化住宅の対象となっている場合、改修工事の

完了日から10年以上経過していること。 

(5) 住宅の新築・増築・補修・改築等に係る村の補助を受けた場合、その

交付日から10年以上経過していること。 

(6) 空き家となって３年以上経過していること。 
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(7) 空き家等が所在する土地において申請者が居住するための新たな住宅

の建築について、解体事業後１年以内に着手すること。 

(8) 申請者から２親等以内の親族間（申請者本人及び配偶者を除く）が、

空き家等又は空き家等が所在する土地を所有していないこと。ただし、所

有者本人が申請する場合、所有者移転登記（２親等以内の相続、売買、譲

渡は除く）があった日から１年以内に申請するものとする。 

（補助対象経費） 

第４条 解体事業の補助対象経費は、次の各号に掲げる要件を全て満たすもの

とする。 

(1) 新たな住宅の建設及び安全な居住に支障となる空き家等解体並びに撤

去及び周辺の支障木の伐採に要する経費。ただし、支障木の伐採のみの事

業は対象としない。 

(2) 国若しくは県の補助事業又は村の他の補助等の対象外の経費 

(3) 公共工事による移転、建て替え又はその他の補償等の対象外の経費 

(4) その他村長が認める経費 

（補助金の交付額） 

第５条 補助金の交付額は、補助対象経費の総額から支障木伐採に係る補助対

象経費を差分した額の10分の８以内に、支障木伐採に係る補助対象経費の２

分の１以内を足すものとし、上限を400万円とする。ただし、支障木伐採に

係る補助額は、上限を50万円とする。 

２ 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを

切り捨てるものとする。 

（補助金の対象者） 

第６条 補助金の対象者は個人とし、次の各号に掲げる要件を全て満たすもの

とする。 

(1) 補助金対象となる空き家等に関する権利を所有するもの又はその相続

人若しくはそれらの者から委任を受けた者 
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(2) 第３条第７号に定める新たな住宅に３年以上居住する者 

(3) 前号に係り、消防団、自治会等による地域の維持活動にできる限り参

加し、協力する者 

(4) 申請時の年齢が50歳未満の者 

(5) 税金の滞納がない者 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）に定める暴力団員でないもの及び暴力団員と密接な関係を有しない者 

（補助金の交付申請） 

第７条 規則第３条に規定する申請書は、定住促進を目的とした空き家等解体

事業補助金交付申請書（様式第１号）によるものとし、次の各号に掲げる関

係書類を添付して村長に提出する。 

(1) 空き家等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

(2) 空き家等の現況写真及び位置図又は配置図 

(3) 解体事業に係る見積書の写し 

(4) 予定している新築住宅の計画図 

(5) 当該新築家屋に入居が見込まれる者の住民票の写し 

(6) 完納証明書 

(7) 委任状（申請者と所有者が異なる場合に限る。） 

(8) 空き家等所有者の戸籍謄本の写し（相続人等の確認が必要な場合に限

る。） 

(9) その他村長が必要と認めるもの 

２ 前項の各号に定める書類の提出期限は、事業の開始予定日から起算して14

日以前とする。ただし、村長が認める場合はこの限りではない。 

（交付申請の取下げ） 

第８条 規則第７条に規定する取下げ書は、定住促進を目的とした空き家等解

体事業補助金交付申請取下げ書（様式第２号）によるものとする。 

２ 前項に規定する書類の提出期限は、交付決定通知書の交付後30日以内とす
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る。 

（事業の変更） 

第９条 補助事業の内容に変更が生じた場合は、変更承認申請書（様式第３

号）及び、次の各号に規定する関係書類を速やかに村長に提出する。ただ

し、軽微な変更（補助対象経費の20％以内の減額）の場合を除く。 

(1) 変更に係る見積書の写し 

(2) その他村長が必要と認めるもの 

（事業の中止・廃止） 

第10条 事業を中止又は廃止する場合は、中止（廃止）承認申請書（様式第４

号）を速やかに村長に提出する。 

（実績報告） 

第11条 申請者は、当該事業を完了したときは、規則第12条に規定する実績報

告書（様式第５号）に、次の関係書類を添付して提出する。 

(1) 解体事業に係る契約書の写し 

(2) 解体事業に係る領収書の写し 

(3) 事業完了写真（事業前後で同じ箇所を撮影した写真） 

(4) その他村長が必要と認めるもの 

２ 前項に規定する書類の提出期限は、事業完了日から起算して30日以内又

は、補助金の交付決定があった日の属する年度の３月31日までのいずれか早

い日とする。 

（補助金の請求） 

第12条 定住促進を目的とした空き家等解体事業補助金の交付決定を受けたも

のは、補助金交付請求書（様式第６号）を村長に提出する。 

（補助金の返還） 

第13条 補助金の交付を受けて空き家等を解体した者が、規則に定めるものの

ほか、次の各号に掲げる要件に該当した場合には、補助金の全部を村に返還

しなければならない。ただし、村長が認める場合はこの限りではない。 
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(1) 当該新築家屋の新築日から５年以内に売却、譲渡、交換、貸付け又は

担保に供した場合。ただし、第１条に規定する新築住居の建築に伴う資金

調達のために設定する担保は除く。 

(2) この要綱の交付要件を満たさなくなった場合。 

(3) 虚偽又は不正の申請をして補助金を受けたことが明らかになった場

合。 

（文書の保存） 

第14条 補助事業に係る収入および支出を明らかにした書類を整え、当該収入

および支出についての証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事

業の完了日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認の日）

の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。 

（補則） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関し必要な事項は村長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

 


